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沖縄科学技術大学院大学 

基本方針・ルール・手続き 

 

理事長・学長決定 

 

第２４章  チャイルドケア・サービス 

 

24.1 基本方針 

沖縄科学技術大学院大学は、子どもを持つ本学の職員、学生、訪問者より国

際的で質の高い、就学前及び放課後・休日の教育サービスに対して非常に高

いニーズがあることを認識しています。優れた人材を採用・維持し、本学コ

ミュニティに属する人々にとって快適な環境を確保するために、優れたチャ

イルド＆ユースケアサービスを提供しなくてはなりません。これは、本学の

ミッションを確実に達成するための、重要な要素です。 

このようなニーズを最大限満たすため、本学は、沖縄科学技術大学院大学チ

ャイルド・ディベロップメント・センター（ＣＤＣ）及び小中学校プログラ

ム（ＳＡＰ）を設立・運営し、プレスクールプログラム（就学前の教育・保

育）及び学童保育／ホリデイプログラム（放課後・休日等の教育）を提供し

ます。ＣＤＣのサービス（ＳＡＰを含む。以下同じ。）は本学キャンパス内

の専用かつ安全な施設において提供されます。ＣＤＣが本学の一部として整

備される一方、ＣＤＣを監督するための独立した委員会であるＣＤＣ監督委

員会を設置し、目的、方針、コンプライアンス、予算について大学の事務局

長にアドバイスを行います。また、ＣＤＣ連絡委員会を設置し、ＣＤＣの運

営を維持するための適切な予算の予測、適用される法律規則の遵守の確保、

及び保護者会との適切なコミュニケーションの構築について、大学コミュニ

ティーサービス・ディレクター（U C S D）に助言を行います。U C S DはＣＤＣ

の運営・マネジメントを監督し、日常的な運営についてはＣＤＣディレクタ

ーに権限を委ね、ＣＤＣ運営委員会がこれをサポートします。 

ＣＤＣのサービスは、ＣＤＣ連絡委員会と協議の上、ＣＤＣ園長によって策

定される透明性の高い公平なルールに基づき提供されなければなりません。

また、これらのルールの制定及び実施については、本学の機会均等及び多様

性についての基本方針[link: 1.3] が順守されなければなりません。 

 

24.2 ルール 

 

 24.2.1  運営に関するルール 

 

  本章で規定する事項に加え、ＣＤＣの目的や目標については、ＣＤ

Ｃ規約に定められており、[link: ] その他の方針や規則は、ＣＤＣ
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連絡委員会の助言に基づいてＣＤＣ園長により整備されます。これ

らのルールが適用されない事項については、本学の一般的な基本方

針及びルールが適用されます。  

 

 

 

 24.2.2  予算及び会計 

 

  24.2.2.1  ＣＤＣ園長は、本学の一般的な予算要求手続き[link: 

27.5]に従い、ＣＤＣの運営に必要な年間予算をU C S Dを通じて財

務担当副学長（ＶＰＦＭ）に要求しなければなりません。また、

予算要求の際には、料金体系及び見込まれる年間収入に関する提

案も、提出する必要があります。 

 

24.2.2.2 ＣＤＣに配分される資金は、保護者からの保育料やＯＩ

ＳＴから配分された運営費補助金も含め、いくつかの異なる財源

により構成されることがあります。ＣＤＣ園長はＣＤＣ運営委員

会の支援を受けて、それぞれの財源の用途について、使用制限に

ついて確認し、並びにＣＤＣの事業計画及びその執行に反映させ

る責任があります。また、ＣＤＣ園長は、予算要求と執行につい

て、UCSDと相談し、報告する責任があります。 

 

24.2.2.3 予算単位[link: 27.3.2]として、ＣＤＣ園長は、U C S D

を通じてＣＤＣについて配分された予算の管理及び執行について

責任を負います。 

 

  24.2.2.4  ＣＤＣの運営費に関する予算及び会計は、別にすること

が実用的ではないもの（例：定期的な施設管理費、水道光熱費、

セキュリティ費用等）を除き、本学の他の運営費とは別に管理さ

れなければなりません。 

 

 24.2.3 利用資格 

 

  24.2.3.1 教職員及び学生。時間給契約に基づく派遣職員を含む全

ての本学教職員（委託・契約業者や取引業者の職員を除く）、技

術開発イノベーションオフィス（ＴＤＩＣ）に関連する職員及び

学生は、自らの子どもを、ＣＤＣに入園させる資格があります。

入園は教員が優先されますが、ＣＤＣ連絡委員会の助言に基づき

ＣＤＣ園長によって採択された基本方針やルールにより、他の特
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定のグループが優先される場合があります。 

 

24.2.3.2  訪問者。本学に招へいされた客員教員、講師、学生、キ

ャンパス内で開催される行事への参加者、その他ゲストの子ども

についても、ＣＤＣプログラムを利用できる場合があります。た

だし、ＣＤＣ連絡委員会の助言に基づき、ＣＤＣ園長によって採

択された基本方針やルールにより、本学の職員及び学生、又は特

定の訪問者のカテゴリーが優先されます。 

 

24.2.3.3 その他。前二項に規定されている者に加え、委託・契約

業者の職員（実験動物施設、清掃、カフェ等）、ボランティアス

タッフ、その他本学キャンパス内で勤務しているスタッフについ

ても、ＣＤＣプログラムを利用できる場合があります。  

 

24.3 責任 

 

24.3.1 ＣＤＣ監督委員会 

ＣＤＣ監督員会は、ＣＤＣを監督し、ＣＤＣの方針や運営について事務

局長に助言するとともに、ＣＤＣ園長の採用委員会を設置し、任命につ

いて学長に勧告します。 

監督委員会の責任と委員については、規約 [link:]を参照してください。 

 

24.3.2 ＣＤＣ連絡委員会 

ＣＤＣ連絡委員会は、ＣＤＣ監督委員会の助言に基づき、事務局長と

U C S Dをサポートします。連絡委員会の責任と委員については、規約 

[link:]を参照してください。 

 

24.3.3 事務局長 

本学の事務局長は、質の高い国際的なプレスクールプログラム及び学童

保育／ホリデイプログラムの持続的な提供を確保することについて責任

を負います。また、事務局長は、日本の法律、規制、安全基準の遵守を

確認します。事務局長は、ＣＤＣの運営状況について、U C S Dより定期

的に報告を受けるとともに、その報告を学長及び理事会に送達する義務

を負います。 

事務局長は、ＣＤＣの年間事業計画及び予算計画を承認します。 

 

24.3.4 大学コミュニティーサービス・ディレクター（U C S D） 

U C S Dは事務局長の指示のもと、ＣＤＣの運営・管理全般に責任を負い

ます。U C S Dは、ＣＤＣディレクターのラインマネージャーであり、プ
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ログラムの日常的な運営・管理に関する権限は園長に委譲します。

U C S Dは、連絡委員会のメンバーであり、連絡委員会のエグゼクティブ

セクレタリーを務めます。 

 

24.3.5  ＣＤＣ運営委員会  

      ＣＤＣ運営委員会は、ＣＤＣの日常的な運営・管理においてＣＤＣ

園長を補佐します。運営委員会は、ＣＤＣ園長、ＣＤＣ副園長、事務責

任者、ＳＡＰアシスタントディレクターで構成されています。 

ＣＤＣ園長は、ＣＤＣの日常業務に責任を負います。ＣＤＣ副園長は、

主にクラス運営に責任を負い、ＣＤＣ事務責任者は、主にＣＤＣ内部の

事務業務に責任を負います。ＳＡＰアシスタントディレクターは、アフ

タースクール／ホリデープログラムの日常業務に責任を負います 

24.3.6 ＣＤＣ保護者・教職員会 

保護者会は、ＣＤＣの運営に影響を与える事項についてＣＤＣ園長に助

言し、ＣＤＣに影響を与える問題について保護者と教職員が議論する場

を提供します。保護者・教職員会は、ＣＤＣ連絡委員会委員長の同意を

得て、連絡委員会に発言または報告することができます。 

保護者・教職員会の責任と委員については、保護者会の規約[リンク：]

を参照してください。 

 

24.3.7  ＣＤＣの利用者 

ＣＤＣの利用者は、ＣＤＣの規則やＣＤＣ園長からの臨時の要望に従い、

保護者会を通じて意見を伝え、CDCの行事への参加を通して、ＣＤＣの

運営を支援する責任を負います。また、ＣＤＣの利用者は、料金体系に

基づく利用料を支払う義務を負います。 

 

24.4 手続き 

 

24.4.1 ＣＤＣへの入園 

必要書類をＣＤＣへ提出してください。 

24.4.2  ＳＡＰへの登録 

必要書類をＳＡＰへ提出してください。 

 

 

24.4.3 苦情の手続き 

保護者がＣＤＣに関する事項について懸念がある場合、以下のプロセス

を経て状況を解決する必要があります。 

 

最初の訴え 

https://groups.oist.jp/sites/default/files/imce/u100902/ToR%20for%20PTC%2020211201.pdf
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(1) 問題はクラスルームスタッフと話し合い、解決しない場合やクラス

ルームスタッフに対する苦情の場合は、チームリーダーと話し合います。 

(2) チームリーダーが保護者の満足のいく解決ができない場合、チーム

リーダーはその事案と保護者の懸念をＣＤＣ運営委員会に報告します。  

(3) 保護者が状況に満足しない場合、ＣＤＣ運営委員会は、最終的な仲

裁のため事案と問題解決のために取られた全ての手順をU C S Dに報告し

ます。苦情が、ＣＤＣ事務責任者および/またはＣＤＣ副園長に関わる場

合、保護者はＣＤＣ園長と直接問題を話し合います。 ＣＤＣ園長または

ＳＡＰアシスタントディレクターが関係している場合、あるいは利益相

反の可能性がある場合は、U C S Dに苦情を申し立てる必要があります。  

U C S Dは、報告書の全文、問題解決のために取られたすべての手順を確

認し、標準的なプロトコルやプロセスに沿った方法で状況を解決するた

めの計画を作成し、保護者の懸念が適切に解決されるように、保護者と

面談します。  

 

不服申し立て 

U C S Dの決定に満足できない保護者は、ＣＤＣ連絡委員会の委員長であ

る ＯＩＳＴの事務局長に不服申し立てすることができます。 事務局長

は問題を十分に検討し、保護者とU C S Dの双方と面談し、保護者の懸念

を解消するための適切な解決策を決定します。事務局長は、最終的な決

定を下す前に、統括弁護士オフィスと人事ディビジョンに相談し、状況

を確認します。 

 

24.5  連絡先 

 

24.5.1  本方針の所管:   

U C S D  

 

24.5.2  その他連絡先:   

ＣＤＣ園長 

  


